
とちぎ健康福祉協会 条件付き一般競争入札公告共通事項（令和７年６月 10日版） 

 

１ 競争に参加できる者の条件に関する事項 

 (1) 競争参加資格確認申請の受付期限日において、１年７月前の日の直後の事業年度終了の日

以降に経営事項審査を受けていること。 

 (2) 地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当していない者及び同条第２項の規

定に基づく栃木県の入札参加制限を受けていない者であること。 

 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法に基づき再生手続開

始の申立てをした者にあっては、手続開始の決定を受けた後に、別に定める手続きに基づく

入札参加資格の再認定を受けていること。 

 (4) 栃木県建設工事等請負業者指名停止等措置要領（以下「指名停止等措置要領」という。）

に基づく指名停止期間中の者でないこと。 

 (5) 本店とは、建設業法第３条の規定に基づく主たる営業所に限るものであり、支店又は営業

所とは、同法同条に基づくその他の営業所に限るものである。 

 (6) 資本又は人事面において関連がある建設業者とは、次のいずれかに該当する者である。 

  ア 当該受託者の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又はその出資の総額

の 100分の 50を超える出資をしていること。 

  イ 建設業者の代表権を有する役員が、当該受託者の代表権を有する役員を兼ねていること。 

 (7) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者である

こと。 

 

２ 競争参加資格確認申請に関する事項 

 (1) 提出する書類等（以下「申請書等」という。）は、入札公告に示す競争参加資格確認申請

の提出期間に入札担当部署へ持参すること。 

 (2) 申請書等の作成説明会は行わない。 

 (3) 申請書等の記載内容ヒアリングは行わない。 

 (4) 競争参加資格の確認の結果は、入札公告に示す競争参加資格確認通知日に電子メール（又

は文書）により通知する。 

 (5) 申請の受付期間に申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本

工事の競争入札に参加することができない。 

 

３ 設計図書の閲覧等 

 (1) 設計書、図面及び仕様書（以下「設計図書」という。）は、入札公告に示す設計図書の閲

覧期間に入札担当部署からＣＤ－Ｒを貸与する。 

 (2) 設計図書に対する質問がある場合には、簡易な内容確認を除き書面（様式４「質問書」）

により提出すること。 

   この場合、入札公告に示す質問の受付期間に持参、電子メール又はファクシミリにより提



出すること。 

 (3) 質問への回答は、入札公告に示す質問への回答日までに質問者に対し書面により行う。 

 

４ 現場説明会 

  現場説明会は行わない。 

 

５ 工事費内訳書の提出 

 (1) ８の(2)の開札の結果、落札候補者として決定した者に対し、入札書に記載される入札価格

に対応した工事費内訳書の提出を求める。 

   この場合、入札公告に示す開札後の審査書類の提出受付期間に持参又は電子メールにより

提出すること。 

 (2) 工事費内訳書は、見積もった入札価格の積算基礎になるものであり、設計書の項目と同項

目で作成され、かつ、入札価格と整合したものであること。 

 

６ 入札の方法 

 (1) 入札は、定められた時刻に開始する。 

 (2) 入札書は、内容が透視できない封筒に封かんし、当該封筒に入札者の氏名（法人の名称及

び代表者氏名）を記載すること。 

 (3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する

額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切捨てた金額）

をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか、

免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額

を入札書に記載すること。 

 (4) 入札は、代理人をして行わせることができる。この場合、当該代理人は、委任状を提出す

るものとする。 

 (5) 代理人は、２人（者）以上の代理をすることはできない。 

 (6) 入札者は、ほかの入札者の代理をすることはできない。 

 (7) 入札の執行に先立ち、入札参加者は、一般競争入札参加資格確認通知書の写しを提出する

ものとする。 

 (8) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は

入札意思についていかなる相談も行わず、独自の価格を定めること。 

 (9) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示しな

いこと。 

(10) 入札者は、提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回をすることはできない。 

(11) 入札執行回数は、１回とする。 

 

 



７ 入札の無効 

 (1) 次のいずれかに該当する場合は、当該入札者の入札を無効とする。 

  ア 入札に参加する資格を有しない者が参加したとき 

  イ 入札者が同一の入札について、二以上の入札書を提出したとき 

  ウ 入札に際して虚偽又は不正の行為があったとき 

  エ 入札書の記載事項が不明瞭で判読しないとき 

  オ その他入札に関する条件に違反したとき 

 (2) ２の(4)の通知により競争参加資格の確認を受けた者であっても、指名停止措置を受ける等、

開札までに競争に参加できる者の条件のいずれかを満たさなくなった者のした入札は無効と

する。 

 

８ 開札の方法 

 (1) 入札後即開札とする。 

 (2) 開札の結果、最低制限価格以上且つ予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な

入札を行った者を落札候補者とする。 

 

９ 開札後の競争参加資格の審査に関する事項 

 (1) 落札候補者は、競争参加資格の審査に必要な次に掲げる書類を提出すること。 

  ア 入札参加資格 

   ・ 栃木県一般競争（指名競争）入札参加資格及び格付決定通知書の写し 

   ・ 最新の総合評定値通知書（申請中の場合は、総合評定値請求書）の写し 

  イ 営業所等の所在地 

   ・ 建設業許可申請書様式第１号及び別紙の写し 

   ・ 所在地に変更があった場合は変更届出書の写し 

  ウ 企業の施工実績 

   ・ 当該工事の内容が、条件に該当する工事であることを証明できる書類（CORINSの「登

録内容確認書」、契約書、設計書、仕様書、図面等の写し等） 

  エ 配置予定技術者の資格 

   ・ 国家資格者等にあっては、当該資格証明書等の写し 

   ・ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習終了証の写し 

  オ 企業が雇用する技術者数 

   ・ 国家資格者等にあっては、当該資格証明書等の写し 

   ・ ３ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係を証明する書類として健康保険被保険者証

（所属建設業者名が記載されているものに限る）の写し（健康保険被保険者証以外の書

類は、これを証明する書類として認めない） 

 (2) 競争参加資格の審査に必要な書類は、入札公告に示す開札後の審査書類の提出期限までに

持参により提出すること。 



 (3) 競争参加資格の審査の結果、競争参加資格がないと認められた者へは、文書により通知す

る。 

 (4) 競争参加資格がないと認められた者は、その理由について説明を求めることができる。 

 

10 落札者決定の方法 

 (1) 落札者は、８の(2)の落札候補者について、９により競争参加資格を審査の上決定する。た

だし、落札候補者が９による競争参加資格の審査に必要な書類を提出期限までに提出しない

とき、又は、落札候補者の競争参加資格の審査の結果、競争に参加できる者の条件を満たし

ていないと認められるときは、次順位者から順次審査を行い適格者が確認できるまで行うも

のとする。 

 (2) 落札者決定の結果については、落札候補者から９による競争参加資格の審査に必要な書類

が提出された日から起算して３日以内（栃木県の休日に関する条例第２条に規定する県の休

日を除く）に文書により通知する。ただし、審査に疑義が生じた場合はこの限りでない。 

 (3) 落札者として決定した場合は、落札通知書を交付する。 

 (4) ８の(2)の開札の結果、落札候補者が２者以上ある場合には、対象者すべてを落札候補者と

し、あらかじめ落札候補者の順位を「くじ」により決定する。 

   くじの方法は、最初に「落札候補者の順位を決定するくじ」をひいて落札候補者の順位を

決定する。 

   くじの結果、第１位の落札候補者となった者について、競争参加資格を審査の上決定する。 

   ただし、第１位の落札候補者が、審査に必要な書類を提出期限までに提出しないとき、又

は審査の結果、競争参加資格の条件を満たしていないと認められるときは、次順位者から順

次審査を行い、適格者が確認できるまで行うものとする。 

 

11 入札保証金及び契約保証金 

 (1) 入札保証金は免除する。 

 (2) 契約保証金の納付は免除する。ただし、請負代金額の１０分の１以上の履行保証保険契約

を行うこと。 

 

12 請負契約書 

  請負契約書の作成を要する。 

 

13 支払条件 

 (1) 前金払     請求できる（栃木県建設工事等執行規則第１２条により計算した額） 

 (2) 中間前金払   請求できない 

 (3) 部分払     請求できない 

 

 



14 営業所等の所在地に関する事項 

  競争に参加できる者の条件のうち、入札公告の６のイの営業所等の所在地に関する条件にお

ける地域内に含まれる市町は、次表の地域の区分に応じてそれぞれ右に掲げる市町とする。 

 

地域の区分 左の地域内に含まれる市町 

県内 

県北地域 

那須地域 大田原市、那須塩原市、那須町 

塩谷南那須地域 
矢板市、さくら市、塩谷町、高根沢町、那須

烏山市、那珂川町 

県央地域 

河内地域 宇都宮市、上三川町 

上都賀地域 鹿沼市、日光市 

芳賀地域 真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 

県南地域 
下都賀地域 栃木市、小山市、下野市、壬生町、野木町 

安足地域 佐野市、足利市 

 


